
 

環境影響評価制度 見直し 案 ついて 
 

 見直し 理由 
本県 成 11 月 長 県環境影響評価条例を環境影響評価法 同日 施行 事業 実施

伴う環境保全へ 適正 配慮 さ う 法 条例 一体的 運用を た 成 1重

10 月 風力発電所を条例対象事業 加えた 成 「5 月 環境影響評価法 改正 法

対象事業 新た 手続 導入さ たこ や 大規模太陽光発電事業 出現 本県 環境影響評価

制度を ぐ 状況 大 変化 生 い こ 見直 を行う  

 

 主 見直し 案 内容 
(1) 法改正 伴う手続 導入 資料  

計 段階環境配慮書手続 い 事業 検討段階 環境配慮を行うこ 環境影響 一層  

回避 減 期待 こ 本県 い 積極的 導入を  

ア 計画段階環境配慮書 作成 

第 種事業 義務規定 第 種事業 国 地方公共団体等 行う事業 義務 そ 以外 努力    

義務規定  

イ 計画段階配慮書 係 手続 

知事意見 提出 関係市 村 技術委員会 意見聴取 事業者 行う 民 意見聴取

い 義務規定  
 
(「) 他自治体を参考 した新た 手続 導入 資料  

ア 事後調査 係 手続 充実 

事後調査 要性 鑑 事後調査計 書 作成 公表や 事後調査報告書 公表や意見聴取等

手続を義務規定 積極的 導入 事後調査 係 手続 充実を  

イ 第 種事業判定 け 技術委員会 意見聴取 

ウ 法対象事業 対す 条例手続 適用 

条例対象事業 規模 大 い法対象事業 対 法 趣旨 反 い範 事業着手届

事業完了届 提出 立入調査 必要 手続を実施 い場合 勧告 公表等 条例手続を適用  
 
(」) 条例対象事業 拡大 資料  

  今後さ 自然エネ 事業 進展 拡大 見込 こ 太陽光発電所 対象化を含

電気工作物 建設 い 規定を整備 今後出現 可能性 あ 新た 大規模 

開発事業 対応 う 概括的 対象事業 規定を新設  

事業  区 分 
対象事業 規模要件 

規模要件 考え方 
第 種事業 第 種事業 

電気工作物
建設 
 

現行：風力発
電所 建設  

水力発電所 出力15,000kW以上 － 

面的開発事業 様 、法
第 種事業 50％ す  

風力発電所 
出力5,000kW以上 

現行10,000kW  － 

地熱発電所 出力5,000kW以上 － 

太陽光発電
所 

敷地面積 50ha以上 
森林 区域等 け
敷地面積 「0ha以上 

他 面的開発事業を基本
、森林 区域等 太陽光

発電事業 特性を踏まえ、
厳しい要件を設定 

送電線路 
1】万Ｖ以上 つ 
亘長 km以上 

－ 
電圧 他自治体及び電気事
業法 基準を、亘長 近県

状況を考慮 

工作物 用
供す 一団
土地 造成 

－ 
一団 土地 面積

50ha以上 

森林 区域等 け
一団 土地 面積
」0ha以上 

工業団地 造成 他
面的開発事業 均衡を

考慮 

 

 今後 ケ ュール 
本 月 長 県環境影響評価条例 改正 係 専門委員会議 を設置 環境影響評価制度

見直 い 検討を行う 見直 案 い パブ ッ コメントを実施 た こ

あ 本 中を目途 条例改正を行う  

資料  


